
 

 

 

 

 

 

 

★ 働 き や す い 会 社 ？ ★ 

１０月７日に、『２００８年就労条件総合調査』というものを、厚

生労働省が発表しています。 

 

この調査結果では、定年を６５歳以上とする企業が初めて１割

を超えたそうです。 

 

また、６０歳～６４歳の常用雇用者の数は、改正高齢者雇用

安定法の施行前後(０６年４月)で比較すると、７８万人(０５年)

から１２９万人(０８年)へと飛躍的な増加を遂げているようです。 

 

高齢者雇用安定法では企業に対し、３つの高齢者雇用確保

措置からいずれかを選択することを義務付けています。 

 

①定年の延長 

⇒現在は６３歳、今後は年金支給開始年齢に従って引き上げ 

②６０歳以上の継続雇用制度導入(勤務延長や再雇用) 

③定年の廃止 

 

未だ、定年を６０歳と定める企業は８６％あるものの、一方で高

齢者雇用の確保措置を実施している企業は９０％に上るなど、

改正法施行の効果は着実に表れ始めた状況です。 

 

 

３年前（２００５年）のちょうど今頃、「来年４月からの定年延長

はどうしようか。」と、各企業様が右往左往していたのを記憶して

います。 

 

この時に、多くの誤解を生んだのが、定年延長の義務化。 

 

措置を講じることが義務であって、６５歳定年の義務化ではなか

ったのです。 

 

現に、高齢者雇用安定法 第８条の ｢定年年齢は６０歳を下

回ることが出来ない。｣という条文は改正されていません。 

 

今回の調査で注目すべき数値は、『定年を６０歳と定める企業

は８６％』 の部分。 

裏を返せば、１４％は『定年を６５歳』、若しくは『定年なし』と定

めているということです。 

 

それぞれの企業によって、６０歳以上の社員を “活かす” という

事情は異なるのでしょうが、新入社員が企業を判断する上での 

 

 

 

 

 

 

 

一つの指標となることは間違いないと考えています。 

 

終身雇用制は崩壊していると言われて久しいですが（もちろん、

好不況時によって変わります）、少子高齢化を時代背景として

労働力が減少、つまり、採用難に陥るだろうということは容易に

想像できます。 

 

大手企業に根こそぎ人財を持っていかれ、「いた！」と思ったらそ

の人がトラブルメーカーだったりすることも･･･ 

 

新卒者が入ってきても、入社して即「少々修行して○○年後に

は退職」というビジョンを描くことも・・・ 

 

大手と中小では、資金力の差がありますので、福利厚生の差も

あってしかるべきですが、同じではないにせよ、『大手に引けを取

らないような会社』 は目指さなくてはなりません。 

 

「うちは中小だから」という理論は、通らなくなります。 

 

労働時間、サービス残業、メンタルヘルス、厄介者の社員･･･。

今のままで良いのでしょうか。 

ワーク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の認知度も高まってきました。 

 

企業を選ぶ側にとって、「少しでも条件の良い所」を選ぶのは、人

の心情として当然です。 

 

「この会社なら思い切って働けそうだ。」 

そう思われる企業へと変化するには、多くの時間と労力を費やし

ます。 

重い腰を上げる時が来ているのではないでしょうか。 

★４ ０ １ ｋ 導 入 支 援 

★セ ミ ナ ー ／ 講 演 

★各種助成金の申請 

★労働／社会保険手続 
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★就業規則の作成変更 

★人事賃金制度の構築 

★管理者研修の実施 

★退職金制度の構築 

【業務案内】

社会保険労務士 山下事務所 は 『この会社で働くことができてよかった』 そう思えるような会社作りのお手伝いを致します
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